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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年４月１２日 朝 

発生場所 和歌山県那智勝浦
な ち か つ う ら

町南東方沖 

 那智勝浦町所在の紀伊勝浦港乙島灯台から真方位１４２°１６２海

里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°２８.０′ 東経１３７°５４.０′） 

インシデント調査の経過  平成２５年５月１５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第１５住
すみ

田
た

丸、１９.８２トン 

 ＷＫ２－２７５１（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.１８ｍ（Lr）×３.１８ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７８kＷ、昭和５１年１２月５日 

 第２５２－２１２８３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年４月２１日 

  免許証交付日 平成２１年３月９日 

         （平成２６年６月１４日まで有効） 

機関長 男性 ３７歳 

 六級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１８年７月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年２月１４日 

  免状有効期限満了日 平成２８年７月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリング直結用ボルト頭部頂面に擦過

傷、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリングラミネートプレートに亀裂

等 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、平成２５年４月１２

日朝、那智勝浦町南東方１６２Ｍ付近を漁場に向けて約８ノットで南

進中、船長が、機関室から異音が生じていることに気付き、機関長と

共に機関室へ入り、主機を点検したところ、燃料油噴射ポンプ駆動軸
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カップリングカバー（以下「カップリングカバー」という。）内から

の異音を認め、点検のために主機を停止した。 

船長及び機関長は、カップリングカバーを開放して点検したとこ

ろ、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリング直結用ナット（以下「カッ

プリングナット」という。）の緩み、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップ

リングラミネートプレート（以下「ラミネートプレート」という。）

の変形を認め、主機の点検整備を依頼している造船所の技師の助言に

より、カップリングナットの増締めによる応急措置を行った。 

本船は、カップリングナットの増締め後、主機の試運転を行い、中

立運転の際には、エンジン音及び排気に異状が認められなかったもの

の、クラッチを入れれば、煙突から黒煙を吹き出す状態であったの

で、機関長がこの状況を造船所の技師に相談したところ、燃料油噴射

時期に狂いが生じて主機への悪影響の可能性があるため、以後の運転

をやめた方がよい旨の助言を得た。 

船長は、１２日１２時００分ごろ所属している漁業協同組合へタグ

ボートの手配を要請した。 

本船は、１３日１２時２５分ごろ来援したタグボートと会合し、１

４時００分ごろえい
．．

航が開始され、１４日０８時００分ごろ那智勝浦

町勝浦漁港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約２.９m/s 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 主機の燃料油噴射ポンプは、クランク軸から駆動歯車、燃料油噴射

ポンプ駆動軸カップリング、燃料油噴射ポンプカム軸へと順に伝達さ

れた動力で作動していた。 

主機は、勝浦漁港入港後に行われた造船所技師による点検の結果、

カップリングナットの緩み、カップリングボルト頭部頂面の擦過傷、

カップリングボルトねじ部の損傷、カップリングカバー内面の擦過傷

及び亀裂、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリングとラミネートプレー

トとの間のずれ、ラミネートプレートの亀裂などが認められた。 

主機の取扱説明書によれば、燃料油噴射時期の調整方法について、

はずみ車上のＮｏ.１シリンダーの刻印とエンジン端面のポインター

とを一致させた上、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリング上の刻印と

燃料油噴射ポンプケース端面のポインターとを一致させると記載され

ていた。 

 また、同取扱説明書には、１,０００時間ごとに外周りのボルト及

びナットの増締めを規定のトルクで行うことが記載されていた。 

本船の主機運転時間は、記録されていなかった。 

本船は、平成２３年８月の定期検査の際、主機の燃料油噴射時期の

調整、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリングの点検が実施され、カッ

プリングナットは規定のトルクによって締め付けられていた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、那智勝浦町南東方沖を南進中、主機の燃料油噴射時期が遅

れたことから、後燃え現象が発生して排気色が黒色になる等により、

主機に悪影響を与え、主機の運転ができなくなり、運航不能になった

ものと考えられる。 

燃料油噴射時期は、カップリングナットが緩んだことから、燃料油

噴射ポンプ駆動軸カップリングとラミネートプレートとの間がずれ、

遅れたものと考えられるが、カップリングナットが緩んだ状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、那智勝浦町南東方沖を南進中、主機の

燃料油噴射時期が遅れたため、後燃え現象が発生して排気色が黒色に

なる等により、主機に悪影響を与え、主機の運転ができなくなったこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の取扱説明書に記載された点検整備間隔により、外周りのボ

ルト及びナットの増締めを規定のトルクで行うこと。 

 


